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世田谷区立千歳温水プールにおけるプール団体利用時間等の変更について 
 
  
１ 主旨 

千歳温水プール２５ｍプールの団体利用については、現在、午前９時から午後９時ま
での利用時間のうち、午前１０時から午後８時３０分までを２時間ごとに 1 日５単位設
定しており、最終の時間単位のみが前の時間単位から３０分の間隔がある。そのため、団
体利用終了からプール営業終了時刻の午後９時までの時間が短く、夜間の個人利用者が
広く多用途に利用できる時間が限られている状況である。 
一方、総合運動場温水プールでは、従前より最終の団体利用単位は前の利用単位から

３０分の間隔がなく、団体利用が午後８時で終了することから、プール営業終了までの
約１時間を全コースで個人利用ができる。こうしたことなどを踏まえ、仕事帰りなど、夜
間の個人利用者の利便性の向上を図ることを目的に、千歳温水プールの団体利用を総合
運動場温水プールと同様の利用時間に変更する。 

 
２ 変更内容 
  団体利用時間単位の一部について、「午後６時３０分から午後８時３０分まで」を「午
後６時から午後８時まで」に変更する。 

  （世田谷区立千歳温水プール条例施行規則の一部を別紙のとおり改正する。） 
 
３ 今後のスケジュール（予定） 
  令和４年６月３０日 世田谷区立千歳温水プール条例施行規則の一部を改正する規則 

公布 
      ７月 １日 区のおしらせ、けやきネット、（公財）世田谷区スポーツ振興財 

団ホームページで周知 
けやきネットによる９月分の予約受付開始 

      ９月 １日 改正後の時間による利用開始 
 
４ その他 
  今回の利用時間の変更に合わせ、千歳温水プール及び総合運動場温水プールの団体利
用ができる期間を「９月１日から翌年の６月３０日まで」に変更する。なお、この変更
は、世田谷区立千歳温水プール条例施行規則第３条及び世田谷区立総合運動場条例施行
規則第３条に規定しているただし書きを適用して実施する。 
 

  ・千歳温水プール    ９月の第３月曜日から翌年の６月３０日まで 
               ↓ 
              ９月１日から翌年の６月３０日まで 
               ※ただし、９月１日が第１月曜日の場合は休館 
   
  ・総合運動場温水プール ９月の第３火曜日から翌年の６月３０日まで 
               ↓ 
              ９月１日から翌年の６月３０日まで 
 

1



 

 

世田谷区立千歳温水プール条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表（案） 

 

改正後 改正前 

○世田谷区立千歳温水プール条例施行規則 ○世田谷区立千歳温水プール条例施行規則 

平成20年３月31日規則第51号 平成20年３月31日規則第51号 

改正 改正 

平成21年５月29日規則第55号 平成21年５月29日規則第55号 

平成23年１月14日規則第１号 平成23年１月14日規則第１号 

平成27年12月28日規則第122号 平成27年12月28日規則第122号 

平成30年３月６日規則第17号 平成30年３月６日規則第17号 

令和４年６月30日規則第○号  

世田谷区立千歳温水プール条例施行規則 世田谷区立千歳温水プール条例施行規則 

（略） （略） 

附 則（令和４年６月30日規則第 号）  

１ この規則は、令和４年９月１日から施行する。  

別表第１（第７条関係） 別表第１（第７条関係） 

 施設名 区分 単位時間・使用時間   施設名 区分 単位時間・使用時間  

 温水プール（25メー

トルプールに限る。） 

団体 午前10時から正午まで   温水プール（25メー

トルプールに限る。） 

団体 午前10時から正午まで  

  正午から午後２時まで    正午から午後２時まで  

  午後２時から午後４時まで    午後２時から午後４時まで  

  午後４時から午後６時まで    午後４時から午後６時まで  

  午後６時から午後８時まで    午後６時30分から午後８時

30分まで 

 

  

 

別紙 
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